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III 政府紙幣制度の特徴

かつて F.ヒルガートは世界貿易の統計的整備作業を遂行する過程で，世

界貿易がきわめて整然とした特殊な多角的貿易の型をもっていたιとを発見し

た"。 しかも彼は，商品貿易の流れを基本的に規定する要因として，ィ〉ヂリス

の対外投資とその収益の還流通路をあげたのである。そこでは I熱帯地域」

として一括されるイギロス領植民地の一次産品貿易，およびその開発に投ぜら

れたイギリス資木の「辺境の開発」の役割が重視されていた。後進的経済は，

1) The Netu.刀法 ofWorld 71間企， League 'of Nations， 1942， (大蔵省理財局訳『世界貿易
網(園際連盟)l.調査月報第3E巻特厚第 2号， 1947年3月L こり知見の要約は新たにドイツを
別置する手決のも 2こでヒノレガ トの論士， ‘The Case for Multilateral Trade'. TI恥 Amu子

can Econ07ni.c ReVl目的 S坤'plem帥 ιXXXIII，March 1943 (Allen and Allen， ed.，品川町包
Trada and Finan回， Macrnillan， 1959，第四論文に再毎)，でなされている。 この多角的貿易

網の世界経済史に占める比重については，同じ〈ヒノレガートの !ndust門 "aliza加 nandF07明日z

う配置丸 L息agueof Nations， 1945，の邦訳(山口・吾郷 本山訳口二業 h甲世界史一-1875-

1945年世界経済の動態l. ミネルヴァ， 1978年〉に所収の拙論「多角的貿易自型の発展」毒照」
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イギロス資木による生産の組織化の進展のゆえに，出超構造と資本収益の対外

支払い構造止を創出手れることによって，世界経済秩序安定の基軸的位置にあ

った， この経路が投資固と被投資国との間で短絡されるとき，世界経済は崩壊

した， というのがヒルガートの結論だったのである。もちろん，資本主義的世

界経済の安定的発展と後進的経済の国民経済的深化とは必ずしも同ーの過程で

はな<，時代が下るにつれて両者は逆の相関関係にあるという事実は杏めない。

しかし，単純な搾取論から脱け出したいと願うわれわれにとって，ヒルガート

の，直接的な収奪自体が世界経済の不安定要因となるという結論はきわめて重

要な示唆を与えてくれる。とすれば，収奪者の交代の中に，すなわち，この蜜に

とりつく営為の型そのものの中に世界経済の安定性と不安定性とを生み出す諸

力が見出されなければならなくなる。植民地を収奪すべくかかわってきた本国

資本の営為 その機構自体は本国の資本を後進的地域に導入し，また収益を送

還する機構のことに他ならないが，実はこの機構の型そのものが本国の空洞化

と，世界経済の秩序を不安定にした究極の要因であったと見なしうるのである。

周知のように， 植民地に木困資本を流し込む手段はいわゆる植民地銀行

(Tmperial banks. Eastern banks) によって提供されてきた。そして，それ

を制度的に保証したものは全イギリス領植民地を包括していた Cur'rency

Board System と言われるスターリ γグ為替本位制的植民地幣制であったへ

よ〈知られているこの制度の特徴を列挙すれば，次のようになるだろう。第 1

1:::スターリングとの為替平価を固定すること，第2に国内通貨を政府紙幣でも

って供給し，発行と回収とはすべてスターリング為替を対価としなければなら

ないこと，第3に発行紙幣残高の全額が正貨ないしはイギリス帝国内証券によ

る準備で保証されなければならないこと，第4にこれは本国の CrownAgerits 

for the Colonies3
) により統轄されねばならないこと，第 5に Agents およ

~) もっとも信頼できる CUIrencyBoard Systemの通史は引恥 BankeηJuly1948から Fc-
b，田可 19岨まで連載された匠名論文である (SirSydney Caineらしい¥Ide G注目同，.白-
lonial Mo出血rycond加。叫 H.M. S. 0.， 1953，は少々 露骨すぎる弁護請であるが簡揮であ
る.各 Boardsの中央銀行制度への移行の試みについては.TheB叩 kof England. Qua出 rly

Bulletin， March 1962，が的確であるa
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び各植民地の CurrencyBoard との取り引き主体が法的にはと 4かく (民聞

の個人でもよい)，実質的には植民地銀行であり， 国内の流動性供給の主体力、

植民地銀行〔ほとんど全世界に営業網を張りめぐらしている〉であったこと，

等である。

世界経済， とくに多角的貿易網の必須の環であったイギリス植民地の一次産

品生産の組織化とそのための資本を本国から導入する植民地銀行の活動の安全

性を制度的に保障しようとしていた点にこの CurrencyBoard Systemの重

要な世界史的意義は存在していたのであるが，実はこの制度は，決して遠い過

去の遺跡ではない。少なくとも制度的に整備されたのは海峡植民地の1906年の

改革が最初で，この地では1958年まで続いた。 TheWest African Currency 

Board は1913年から1964年5月までペ The East African Currency Board 

も旧形態は1960年まで続いている。 1964年 1月 1日時点でもなお，酉アノリカ

(シェラ・レオーネ，ガンピア)，東アフりカ〈ケニア，ク γ ガーーカウガ

ンダ，ザンゼア， 7デソ)，カリプ〈英領ギアナ， トリニダド・トパイ等)，マ

レ-/ャ (合フソレネイ)， 香港， フィジー， セイシ z ノレ， そーリシャス， マル

タ，ジブヲルタル，バーミューダ，バハマ，英領ホンジ斗ラス，フォークラン

ド，等でこのシステムは作動していたのである。イギリスの商業銀行の国際的

発展はこの幣制を基礎としていたことは言うまでもないが，このような整然と

した幣制とイギりスの商業銀行の統ーによるイギリス金融資本の国際化が皮肉

にも本国経済の空洞化を招いたこと，そして， 1960年代以降の国際金融の担い

手がアメリカ系銀行に移行しでも，そのアメリカ系銀行自体がシンガポーノレ，

香港，バハマをはじめとした旧イギリ月領のオフ・ショア地域を拠点としたも

のであること， しかも早くも70年代にかつてのイギリスと同じ〈アメリカも国

際金融の活動による本国の空洞化が生じはじめたこと，等の経緯の中につめら

3) C四 un:Agentsについては， A. W. Abbott， A Short His白 η aftheCro官叫tAgents and 

their口ffice，1959，のハンフレットがある。。TheWest African Cur阻止oyB岨，dの全史については， J. B. Loynes， The West A.f門 ，an
Currency Board 1912-1962， The W. A. Currency Board. 1962があるー
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れるべき問題が存在しているとわれわれは考えている。すなわち Currency

Board System はイギリス植民地の特殊な幣制， あるいはせいぜい支配ー従

属構造を例証するにすぎない小さな形態では決してないのこの局面に横たわる

問題の中には，看過することのできない世界経済の動態の重要な契機が隠され

ているからである。

われわれのこれまでの一連の論稿は) Currency Board Systemを究極の完

成形態とする植民地の幣制が植民地銀行の活動にほぼ全面的に依拠しなければ

ならなかったという必然的な事情を強調してきたものであるから Curr叩 cy

Board System について ζこで新ためて両者の連係性を指摘する必要はない

だろう。むしろ検討しておくべきことは， この制度に関して常識的に言われて

いる「通貨供給の非弾力性J" という批判からどの程度この制度の動態が理解

されうるのかという問題についてである。もちろん，この制度が完全に「弾力

的であった」という類いの弁護論を張る積りはない。 rイY ドの通貨制度の発

展は静かではあったが，急速に進行した。それについての政府側からの政策の

公表はほとんど行なわれなかったし，立法上の変化もとるに足らないも唱であ

った。それでも制度は発展を続け，それも 1自93午の造幣局の閉鎖の担い手たち，

あるいはその反対者の両者が期待したものではなか勺たJ (~ケインズ全集・

第 1巻.1，邦訳，東洋経済新報社， 4ベージ〉 とのケインズの発言に含意され

ている「幣制のなり行き」の型を摘出すること，およびζの幣制が減価を続け

る銀貨を処理する過程の中から生成してきた必然的産物であることを論証しよ

うとする点に木稿の第 1の意図は存在している。念のために付言すれば，各論

者の批判が誤っているわけではない。しかし，各論者に共通する論理上の欠陥

5) 100%準備制， -j、切手使用なし， というセイロン幣制のもとでは， 通貨供給は国際収支の
動向によって自動的に決定されてしまうJ(Report on the &tablishment of a Central Bank 

for Ceylon-Exter Report， p. 4-S. P. 14 of 1949¥ 同様の発言は Perharn，eι Min問品

Camme町 eand Finance in Nig万円a，1948， p. 1860 あるいは rCurrencyBoard Sys担田

は成長する経済にデフレ的圧力を加えていたJ(' Currency and Banking in Jamaica'， Social 
由 uiEconomic StudieJらVol.1， No. 4， Aug岨t1953， p. 47)0 1"こ0幣制は植民地を輸出紐
漕地に仕立てあげる強力な影響力e:;&ぼしたJ(A. D. Hazlewood， 'Ec叩 omicsof Colonial 

Monetary Arrangern印 ts'，Soc国rland Econo叫 icStudies， Vol. III. 1954， p. 303)。
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として，銀価下落の打撃を受けて破産しつふあった植民地銀行(銀価下落とは，

スターリング建て資木金と預金とをもっ植民地銀行にとって，アジア等の銀聞

における業務の縮小を意味してし吠F 刊の植民地に対するロンドン資金流し込

み意欲の減退，すなわち.金融逼迫からくる輸出経済壊滅の危機に対処すベ<. 

いかに銀貨を処理すればよかったのかの冷静な判断に欠けていたことがあげら

れる。さしあたって，何を， どう解決しようとしていたのか。しかし，その解

決法が結局はいかにしてパクス・プリカニカ的国際金融のメカニズムを停止さ

せる 1要因となってしまったのか。問われるべきはまずこの問題でなければな

らなかったはずである。

さて， 本論に入ろう。アジアで最大の植民地銀行 the Oriental Bank 

Corporatioがう の倒産とともに，植民地銀行券による通貨供給シ月テムは根

本的な再検討を迫られる ζ とになった。しかし，再建にあたっての何よりの与

件は，肝心の植民地銀行がアジアでルビー債権をもちたがらないこと，したが

って輸出手形に対する彼らの買い取り意欲が減退してセイ μ ンにお日る銀訂券

発行制度の基本的前提がきわめて脆弱なものになったことにあ勺た。他方で，

植民地の輸出は銀価下落による増進効果(低為替り刺戟〉をもちはじめていた。

両者は絶対的矛盾と言えぬまでも，調整のきわめて困難なものだったのである。

イギリス帝国レベルにおけるとの調整はぎ〈しゃ〈したもので，本国の態度が

決定されるまでにはなお10年聞を要したが. 1893年の国際通貨会議の失敗〔金

銀複本位制の国際的合意の失敗〉が明らかになるや否や，イギりスの採った方

針は全植民地における銀本位制jの放棄→スターリングとの固定的リンクという

方向であった。したがって，低為替による植民地の一次産品の輸出増進効果を

町，E田胞団 b叩k>にとって，担の冊価は きわめて由々 しきことであった巴 彼らはなるぺ〈
ルピ銀貨の保有を控え， ルビー債権の取得を忌避したのであるJ(the Banke何 ，Magazine， 
Vol. XLIV， 1884， p. 616.)0 

7) ちなみに，最盛時 (1870年初期)の o.B. C の国際的支庖網は次のように巨大な広がりをも
つものであったロボγベイ，カルカツタ， マドラス， コロンポ， カンディ， ポイントード ガ
ル，ケープタウン，ダーバγ. モーリッャス.シンガポール，ポート・エリザベス，シドニー.
メルボノレン，香港，福建，上海，神戸，横浜の各支居。
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犠牲にしても，本国資金を植民地に円滑に導入すべく植民地銀行の活動を積極

的に支援し， もって現地の金融上の季節的不安定さを克服する決意をしたので

ある"0この経緯を反映して CurrencyBoard System の原型を与えたセ

イロンの政府幣制度が為替本位制への目芽えを見せるのは，イギリスが明確に

銀本位の放棄事?決意する1893年以降であり，政府紙幣制度になった年からこの

年までの10年聞は紙幣発行の安全性のみを追求するという後ろ向きの方針しか

なかったと見なしでもよいであろう o しかし，さしあたって選択された銀行券

から政府紙幣への逆戻りのなかにはJ のもの CurrencyBoard System の保

証準備の内容のほぼ全型がすでに見出されるが，その厳しい内容が時の推移に

つれて，少しずつ弾力的運用を許すように変化する契機をこそわれわれは確認

して行かねばならないのである。

少なくとも， 1856年から1884年まで続いた植民地銀行券の完全支配時代が終

末をつげたのは決して理論的帰結として出てきたものではない。それは，巨大

な植民地銀行であった O.B. C.の倒産が惹き起こすバニックを早やかに鎮静

化させるさしあたっての措置の恒常化でしかなかったのである。すなわち， O. 

B. C.券はもちろんのこと，他の MercantileBank の銀行券自体も信用を失

ない，ただ銀貨のみが通用する流通手段となってしまった状況下ではペ 既 発

行の銀行券，ことに O.B. C 券の通用価値をセイロン政府が保証すること，

8) Report of the Committee appointed to inquire into the lndian Currency; 1899， p. 10， 
para. 36 (以暗， Indian Curreney CCl而TTlittee1898， R印 ortof，左して費示する)はロスチャ
イルド家の投資行動を指摘してこの点(平価安定こそ第1の課題〉を強調しτいる.すなわち，
拡大し続ける植民地程慣は本来はロ γ ドγ の資金を魅きつけるはずのものであるのに，それがで
きないのは，ノレピ 価値が不噺に低下し，投資家が銀本位固で債躍をもちたがらないからだとし
τいる.同時に，この委員会くFowler委員会〉は， λ ターリングとノレピーの為替比率り安定.10
によるロンドン資金の革入こそが，金融逼迫と緩和を繰り返す後遺的経済の季節的サイクルをな
くす切り札であると指摘している。

9) セイロン総督は次のように本国に報告している。，(もし再び銀行制度に頼らねばならないと
すれはヲ一方で住民が食糧を買うことができず，他方でこの国への米の主たる輸入者である
Chettiersが自分たもの食糧倉席の普護に軍隊合派潰するように司令部に要請する， という事態
に直面LてしまうでしょうJ(Governor's Despatch No. 87 of 5 May 1884; CQ 541553)。
なおこの 5月5臼は O.B.Cの宝払い停止公告後(3日〉のわずか2日あとであった。 GOl'c1on

はすでに政府紙幣への切り換えの方針をもっていた白である.
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およびこれまでの慣例を破って政府が自らの手で不足銀貨の緊急輸入を行なわ

な什ればならなかったことは緊急措置として当然のことであった (100方ルピ

ーという〕。さらに緊急措置として，総督の Gordonは債務者が右にお引き続い

て従来通りの土地所有権を保持しでもよいとの認可を与えている (the B側 ι

ers' Magazine， Vol. XIV， June 1884， p. 615，参照〕。それだけではない。

O. B. C 券の受け取りを政府機関が継続しJ 他の金融機関にも協力を求めて

合意を得たうえで川 Gordon は本国の大蔵省， 植民省に対してセイロンで

は政府紙幣制度に切り換えざ畠をえないとの急送使を出し(注札参照).本国

側からの返事も待たずに独断先行で早やばやと 5月10日には政府紙幣制度の草

案を発表してしまった。この鮮やかな矢継ぎ早やの措置によってセイロンの混

乱は急速に鎮静化 L O. B. C 倒産後わずか 1か月後には，早くも Gordon

は「民衆の信頼が完全に回復した」と本国の植民省に報告できた (COj54j553

: G 221 018 J旧 le1884; Gunasekera， Fro四 Depend.切 tCUT問 ncytb Central 

Banking帥 Ceylon，1962， p. 70 より〕。言うまでもなく，緊急性をもつもの

であったとはいえ Gordonのこれらの措置は鮮やかではあったが， 本国の

貨幣高権を犯すものであめ，当然のことながら，本国からの厳しい非難をあび

ている。しかし Charter を本国が銀行に与えたかぎりは，政府は何よりも

事態の収拾にまず責任をもたねばならない，とする Gordon の説得に本国も

沈黙せざるをえなか勺たという (Gunasekera，ibid.， p. 73，参照〉。もちろん，

とれにはモーリシャスにおける柑民大田 Grey の同様の決意が既成事実化し

ていた点も大きく左右していたことは言うまでもない (Chalmers，A History 

o，1 Currency in B円itishCollonies， 1893， p. 358，参照)11¥かつて185C年代に，

10) 1884年4月末のセイロンの畢行券発行残高位 Rs.4，369，524あり， うち4分の 3が O.B. C. 
りものであった (Rs.3，423，635)。ライバル[)Chartered Mercantile Bank of lndia ([)それ

は Rs.945.889であったeセイロン政府もまた O.B. C.に Rs.626，369の預金をもち， R， 
176.126 O. B. C. 券をもっていたという~ Gun国 ekera，F同mDependent G:門セncy白 Central
Banking帥 Ceylon.1962， p. 68; Ceylon Government Gazette， 1884ヨ the喰eBa印n
az四2耐， Vol. XLIV， 1884. pp. 613-6，および， pp. 664-70，参照。

11) モーリシャスでは.1R2!'i年から1847年まで MauritiusBankとtheCommercial Bankの2

行の銀行券支配時代だったが， 1847年に前者が倒産して銀行券¢信用が失墜したために，島民ノ
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七イロンの幣制に関して政府紙幣制度を拡充するか，銀行券制度を採るかのご

者択ーが論議きれたとき，前者を主張する植民省の Grey案が退き James

Wilson の銀行券論をとる大蔵省側の案が通ったといういきさつもあって，

大蔵省側はそれまで政府紙幣制度に対する最大の反対者であったのだが，

Gordonのセイロンにおける成功は犬蔵省、のこの態度を旋回させるのに大きく

貢献したようであるc 次の章句はその端的な表現である。

「この先例がつくられることにより，私(注 犬蔵次官〕の考えは変わった。

民問機関の紙幣発行に対しても植民地政府が責任を負わなければならないのな

ら・，紙幣発行は政府の手で行なった方がましだからであるJ (Treasury 

Documents， No. 11503， 26 August 1884， P.R.O.)。

しかも， この態度の旋回は対セイロンにとどまらず，全植民地にも適用しよ

うというほど大きいものであった。たとえば， O. B. C の脱落後の空白を埋

めるべく銀行券発行限度の拡大を要請する香港政庁に対する回答にこれがうか

が1っオもる。

「最近のセイロンにおける O.B. C 券の信用失墜という苦い経験に照らし

てみて，私たちは銀行券発行権のいかなる拡大策に対しても賛成できない。

逆に，私たちは，植民地政府自体に紙幣の独占的発行権をもたせるような措置

を講じるべき時期が到来したと考えている。 そのさい， セイロンにおける紙

幣発行の具体的措置が 余り多くの修Eを施されることなく香港でも政府紙幣

制度の確立にあた勺て適用きわうる土思えるJCTreasury Letter to Colonial 

0伍ce，Nov. 1884， No. 18072184， P.R.O.， T.I， 8130 B)12'o 

、の強い要請のもとにその後 OrdinanceNo. 9 of 1849によって政府紙幣制度が創山された。 し
かし，この地ではルビーDスターリソグに対する慣習的価値 (2，.)と，実質的価値(1，.10 d.) 

とが暗離していたことから政府紙幣制度は大きな困難きを経験することになる。実質的価値に基
くノレピー紙幣を発行すれば〈スターリングとの免換を保証するという意味)， ツリング貨が流通
から駆逐され，スタ リング紙幣を発釘すれば，銀行がそれを準備用に返蔵してしまうだけとな
っずこからであるn 結局.Ordinance of 1875 (No. 30)でスターリングを廃貨に，ルピ り対ス
タ リング価値を慣習上の 2，にすることによって〈すなわち完全にノレピ 圏に帰属させるこ
主に上って). この困難さからり脱却にある程度成功することになる Challllers，ot 口 f.，pp 

367-70，幸田w
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このように，拡大する植民地経済に対応する適正な幣制とは何かという視点

から論じ尽きれた結果と Lてではなく，早急に混乱を収拾する必要性というこ

とからこの幣制は生じたものにすぎず G氾rdon の強力なイニシアティプの

もとで先行させられた既成事実の事後承認的なものでしかなかった。このよう

なセイロンの政府紙幣制度は，成立の由来から当然配慮されていたように，

「通貨の安全性」ということが最大の眼目であったことは言うまでもない。

ilOO%J 準備制についてはもちろんのこと， 準備内容も，そーリシャスでは

認められていた自国政府証券への投資は禁止され，正貨準備率2分の 1を超え

る額は自国以外のイギリ λ 帝国内の政府証券にしか投資できなくなる， という

銀行券時代およびモーリシャスの先例よりもはるかに厳しい規定のものに作り

換えられたのである。

したがって，成立当初の特殊事情を考慮に入れずに，条文の解釈だけから幣

制の「硬直性」を云々するのは妥当性を欠く接近方法となる。むしろ， この幣

制は客観的状況の変化に実に柔軟に対応して発展し続けてきたという点にいま

1つの特徴をもつからである。修正に次ぐ修正の連続から最終的に為替本位制

的なものにこの幣制は結実して行ったが，この変化の中にどのような必然的な

論理が流れていたのか，私たちがおさえなければならない点は，さしあたって

はここである。

まず，後り Cerrency Board SyS tem の満面開花の原型と起点を与えたセ

イロンの OrdinanceNo. 32. of 18日4 (the Paper Currency Ordinance of 

1884) の規定の重要な部分を列挙することからはじめよう。

12) しかしこの措置は香港には適用されなかった。 この地の Hongkongand Shanghai Banking 
Corporation地位が圧倒的であったからである。 O.B. C.は1881年時点で HongkongB. C. 

の $1，臼札290に次<'$ 807，133 '"銀行棒を発指していた。香港で銀行券を発行できた銀行は
あと 2行あ札 CharteredMercantile Bank -of India (セイロンで O.B. C. '0.:;対抗相千であ
ったもの〉が事6，409，568，the Ch町民redBank of India， Aust四Lliaand China (James Wi1son 
が発起人申 l人〉が事589，388であったo Chalmers， ibid.， pp. 379-80， t参照。第二位の地位に
あった O.B. C倒産後の空白を埋めることと，いま lつは中国人に人気のある小額紙幣叫1)
が HongkongB. C.にのみ認められるという差別的置遇政策に対する他銀行自反壌から， この
要望は出されたものであるー W.F. Spalding， Eastern Exchange. CUTf官 tCyand Finance. 
1924， pp. 372-73，参照L
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(1)辺 μ ンポに Boardof Commissioners of Currency (Currency Board) 

を設置し，植民大臣，大蔵次官，セイロン主計局の管轄下におし

や)政府のみが紙幣を発行する権限をもち，種類は 5，10， 50， 100， 1，000ルピー

であるG 要望の強かった小額紙幣は依然として忌避されていた。

臼)発行紙幣は無制限法貨であるが，ルピー銀行を対価としてのみ発行・回収に

応じる山。

い)1885年 2月15日から1885年 3月31日までの聞に O.B. C 券を額面通りで政

府紙幣と交換する。それ以後は停止する。

(5)発行残高に対する準備は 100%でなければならない。準備に占める正貨(ル

ピー銀貨〉の比率は 3分の 1から 2分の lの聞でなければならず，正貨準備が

2分の 1を越えるときには外国政府証券〔セイロン政府以外のイギリス帝届

内〉のものに投資できるが，lE貨が準備の 3分自 1を割りそうな場合には，準

備中の証券を売却して正貨の補充を図る必要がある。

(6)証券運用による収益は 1%は減価基金として年々積み立てねばならないが，

それ以上は政府収入に組み入れることができる。

この条令は1885年 1月 1日から実施されたが，条文通りに厳格に運用されて

いた実施直後の1885年~1891年〈毎午12月 31 日時点〉の発行残高を表 4 ・ 6，準

備内容と減価基金の例士1891年で見たものを表4・7， およびやはり同年の紙

幣以外の通貨〈銀貨〉の各機関による保有額を表4・8， で示すことにする。

ここから，当時のセイロンの全通貨のうち，紙幣は約50%であ司たととを知る

とと古iできるだろう。

Currency Board と取りヲ|きできる主体は法的には誰でもよかったが，実質

13) しかし，ルピ の補助通貨の鍔議が廃止になったわけではなh セイロソの補助貨は1871年8
月の総督布礼により 10進法となったo 1872牢以降， 5セγト， 1セント，すセγ ト白補助銅賞カミ
鋳造され， 1ルピー=100セントになった。さらに， Order in Council of 1892で新たにポルト
ガル領インドのルピーが無制限法貨とLて導入され.10セソト， 25セント， 50セントの補助銀貰
も捧造されるようになる内補助銀貨は 5ルピーまで，補助銅賞は2分の lルピ までの通用制限
を設定されたD ちなみに， 1891年のセイロ γの人口は 300万人にも達しており，流通紙幣は頭割
りで 1人当たり2.5ルピ「同じ〈流通鋳貨は1.5ルピーとなる。両者合算しても 4ルピ程度で
あった.Chalmers， ibid.， pp. 357一日」参照ら
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表 4・6 政府紙幣発行残高

(1885年 1891年) (単位ルピー〉

4，192，165ルピ-

5，012，165 
5，171，705 

5，529，705 

6，444，375 

6，294，375 

7，537，375 

1885午

1886年

1887年

1888午

1889年

189日年

1891午

Chalmers， ot. c-it.. p. 358 〔出所〉

的には植民地銀行と theBank 01 Mad-

ras (インド管区銀行〕であった。したが

植

民地銀行の手形買い取り意歓を規定する

セイ凶ンの輸出動向いかんにセイロンの

第 E節で刀てされているように，って，

通貨供給は決定されるという完全に受動

通貨増減の自由裁量は的なものであり，

Board側にはまったくない，というよう

に本質的には楠民地銀行券時代icif[ると

ころはなかった。保証準備の厳しさがっ

け加えられただけにすぎなかったのであ

る。通貨供給が毎年季節的なサイクノレを

繰り返していたこともやは旬同じ理由に

よる。

この毎年確実に予測できる季節的サイ

ノレは Board側の準備内容をも規定する

ことになる。すなわち，過剰正貨→証券

過少正貨→証券売却→正貨補充と投資，
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表 4・8 1891年12月31自の実際の存在額〔単位ルピー〉

(叫銀貨

(a) 政府にある発券準備 4，500，000 

(同 コロソポの銀行手持ち 3，000，000 

(c) 銀行(その他の〉および民間人の手持ち 4，000，000 

言ザ 11，500，000 

(的銅貨 948，966 

(3) 計 12，500，000 

(出所) ibid.， p. 357 

いう条文の規定通りの手続雪を踏むことは，それがあまりにも煩雑であり， も

っと簡素な形でノレーティーン化しうるものであるために，次第に手続きは簡素

化されて行き， それはそれで弾力的運用の契機となるものであったが， 他方

で，準備証券が価値の安定したスターリング証券ではなく，価値下落を続ける

インド政府証券でもたざるをえないという不利な選択をあえてしなければなら

なくなったからである。すなわち，毎年繁忙期の10-12月には Board側の発

{券準備に占める正貨の比率は50%を超えるのが一般的であったために，余剰正

貨は外国政府証券に投資vcいたが， しかしすぐさま次の悶期の 1-3月には

紙幣の回流→正貨の Boardからの流山をみるのであった。 しかもこのときに

は，放置すれば正貨準備は 3分0:>1を割る倶れが強かった。それゆえに 2-

3か月前に購入した註券はただちに売却されねばならなかった。このような季

節的サイクルが毎年確実に繰り返されるのだから，過剰正貨を訂F券に投資する

ことはほとんど無意味なものになってしまうの投資収益を確実に取得するには，

あまりにも頻繁な売買は，値動きの激しいノレピー建て証券に限って言えば得策

ではないし，さりとて，価値の安定しているスターリング証券の投資では機敏

性を欠くことになる。 Board側は本国に対してこのジレンマを解消すベ<.

正貨準備が 3分の 1を超えた段階で証券投資しでもよいとの規定変更を申入れ

たこともあるが (s.p， 34 01 1896)， ζの申入れを拒否する本国側の論拠は通

貨の安全性という点のみであったという (Gunasekera，op. cit.， p. 84，参照〉。
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正貨を死蔵してしまえば煩わしさはなくなるものの，これは投資収益のかなり

の部分を政府の特別会計に繰り入れることを狙っていた Board側の選択しう

ることではなかった〔表4・7，参照〕。

このような状況下では，収益性の大きさと安全さよりも，換金の迅速性の方

が Board側の至上命令になったのも当然のことであろう o したがって，不利

をあえて承知しつふも Board はノレピー証券を売買の対象にせざるをえなか

ったのである。事実， 18凶年から1914年までの期間では，スタ リング証券は

一度も売却されたことがなく，ノレピー証券のみが頻繁な売却・購入の対象とな

っていたのである (Gunaseker向 ibid.，p. 83，参照〕。 しかし，頻繁で煩雑な

この操作を Board側が植民地銀行に委ねるようになることから 3 この幣制は

弾力的な運用に向かう第ーの契機を得ることになる。

初期の証券投資の操作はかなりまわりくどいものであった。まず余剰正貨が

Colonial Treasuryに移され，総督が本国の the Crown Agents for the 

Colonicsに対して Boord に代って証券を購入してくれるように依頼する。

依頼を受けた CrownAgentsは Colonial Treasury 宛ての手形を発売し，

その売却金で証券を取得する。他方 Colonial Treasury宛ての手形を購入

するのは，インドやセイロンでルビーを調達する必要のある植民地銀行であっ

た。彼らはこの手形を ColonialTreasury に提示してルビー銀貨を入手しえ

たのである。このノレピー貨はセイロンで再度紙幣に換えられるか，インドで使

用すべ〈持ち出された (Gunasekera，z'bid.， p.83，参照¥)14)。

しかし，上記の措置は結局は簡略化しても同じ効果をもつはずのものであっ

た。植民地銀行がインドやセイロンでノレピー銀貨を入手したし、との意欲をもっ

14) この操作に関する総督， Crown Agents，植民大臣，同の往復書簡は， なぜか法令によ b廃棄

処分にされている。しかし.Public Record OfficeのIndexにはそれを裏付ける項目が載って
いる。 !ndeλ12981Q) Govern白、 Desp叫chNo. 30 of 1887はCrown.Agents が Colonial

Treasuryの資金宛に Rs.30万白手形を振り出1.-，同額の証券取得を代仔して〈れるよう植民大
臣に要請したものである。 同じく， D田 patchNo. 30 of 14 ]anuary 1888， lndex 15393では
Rs.88，000の投資を要請した経過を示している. しかし，この年以降 Indexの中にはこのよう
な措置を証する項目は存在していないo Gunasekera， 0.ψ.C<九 p.83，参照固
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かぎり Board側が植民地銀行に余剰正貨を委託して，彼らに証券取得を代

行 Lてもらってもよいはずだからである。それはまた，植民地銀行の手持ち証

券を Board側がノレピ一正貨を提示して購入するという手続きと外観的には何

ら区別Lえぬものであった。ルーティーン操作がこ ζ までくれば，あとは銀行

の手持ち証券をルピー銀貨ではなくセイロン政府紙幣で買い取るという段階の

到来も容易になってくる。この段階を踏まえても，事後的には余剰正貨が外国

証券に投資されることと実質的には区別できなし、からである。

たとえば1 発券残高を100とし，正貨準備が60， 証券準備が40であったと仮

定しよう。この場合，少なくとも 10の正貨が余剰であるから， この分は外国証

券に投資することができる。慣行では植民地銀行にその操作を依頼するのであ

るが，しかし，委託する当の相手である植民地銀行側がセイロン政府紙幣の取

得を増やす意凶をもっているかぎり，植民地銀行はわぎわさ別途にノレピー銀貨

を提示する必要はなし、。 Board側が植民地銀行の提示する外国証券を対価に

10の紙幣を発行すればよし、はずだからである。余剰正貨→外国証券投資という

Board側の意向と， 正貨→政府紙幣という植民地銀行側の意向とは，外国証

券→政府紙幣という直接交換と実質的には同じになる。この場合，発券残高は

110となり，正貨準備は仰のままで不変， 証券準備は50に増える。最終的な正

貨準備の比率が 2分の 1以下に落も込む慎れがないかぎり，との種の操作は何

らの不都合も惹き起こさないものとなる。植民地銀行側にしても，セイロン紙

幣を取得するためにのみんピー銀貨をインドで調達する手間と経費をかける必

要もなく，きわめてこの操作は歓迎すべきものであった。もちろん，この程の

操作が円滑に遂行されるには Board側の正貨準備が 2分の l以上あること，

植民地銀行の政府紙幣取得意欲が大きい，という 2つの条件の存在が大前提と

なる。この条件下でのみ，法的にも抵触せずにこの措置は幣制に弾力性を与え

たのである。逆に言えば，正貨準備率が 2分の 1を割っているときとか，ある

いは将来にわたっても植民地銀行側の正貨持ち込みの見込みがないときには，

条項の変更がなし、かぎり Boardil!Uのイエシアティブで発券高を増やすこと
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は不可能であったことに変りはない。しかし，時としてこの規定すら時々の緊

急事態に対処するべく，しばLば無視された。第V節と第VI節で詳論するが，

ここでは， 1888午 1906午の間でその規定が破られた事例を示しておこう(表

4， 9)。

100%準備制とし、う条件があるかぎり， 発券残高の変化は正貨準備の変化と

証券準備の変化との合計となるのは当然のことだが，時代が下るにつれて，発

券残高の変化のかなりの部分が証券準備の変化によって調整されるようになっ

ていた。とくに， 1889年12月， 1892年日月， 1892年12月， 1900年11月， 1903年

9月といった発券残高の急増した月は，圧倒的に証券の変化によるものであっ

た。しかも， 1892年 9月， 1900年11月などの月は，正貨準備率が50%を割って

いた月である (Monthly Statements of Currency Commissioners， 1892， 

表 4・9 Currency Boardのパランス 0>;/ート(対前月の変化)， 1888-1913年。

〈単位ラック λ ニ Rs.10方〉

発券り急増した月 |発券残両目変化!正貨準備の変化|証券準備の変化

1889年12月31日 + 5.25 十 2.25 十 3.00

1892年 9月初日 + 5.40 - 4.60 十10.00

1896年12月31日 十 6.58 + 1.66 十 9.92

1900竿11月30日 十 5A5 - 1.67 十 7.12

1903年 9月初日 +14.80 - 0.20 +15.00 

19日6年12月初日 十 5.93 - 5.73 十11.66

発券6ロ急減した月

1888年 3月31日 - 1.62 2.48 + 0.89 

1889年1月31日 - 150 - 2.50 + 1.00 

1899年10月31日 0.30 - 2.30 十 2.0日

1905年 1月31日 2.78 - 3.77 十 0.99

1906午 6月30日 - 0.92 - 2.77 + 1.84 

1910年 5月31日 - 2.76 - 5口2 + 2.60 

1912年11月30日 - 3ら3 - 6日5 十 2.52

1913午1月31日 5.48 - 7.85 十 2.~7

〈出所) Ceylon Govermnent Gazettes， Monthly Statements of the ComInissioners of Cur-

rency ; Gunasekera， ot. cit.， p. 89，よりf下回L



Currency Board SystCIn生成の論理〈中〉 (365) 37 

1900の当該庁 Cunasekera，op. c仏， p 昌弘参際O。 この月は，急増する政府

紙幣需要に対応すべしそしてまた植民地銀貨のE貨輸入り負担を軽減してや

るべ<.正貨ではなく外国為替を対価白紙幣発行に Board側が応じた月でも

あみ (B.R. Shenoy， Ceylon Ciげ rencyaJ'ld B町 ，king，1941， pp. 152-58，参

照〕。さらに， 1892年 9月と1906年12月の事例]は， Board側がインドへの送金

用にルピー銀貨を植民地銀行と theBank 01 ~adras に供与してやったうえ

に， ヨーロッバ向け輸出増による植民地銀行のスターリング手形買い取り資金

需要にも応じてやったことの反映である (Shenoy，op. cit.， pp. 157-61，参照〕。

紙幣を回収するさいにも， 証券の売却に依る度合いは高まりつふあった。

1888年 3月， 1889年 1月， 1899年10月， 1905年 1月， 1906年 6月， 1910年 5月，

1912年11月， 1913年1月は，正貨準備の減少額が発券残高の減少額よりも小さ

かった事例である。すなわち，売却すべき証券のかなりの割合いが直接に銀行

の提示する政府紙幣と引き換えに銀行に手渡されたという (Shenoy，ibid.， p. 

i邑8，参照、〕。この操作は， 紙幣凶収の役割をはたすと同時に，銀行に対して対

外決済手段を供給するという役割すら担うものであったと見なしてもよいだろ

フ。

少な〈とも上記の事例は， 多くり批判者による予断に反して Currency

Board Systemがその初期局面においてすら， 正貨ではな〈証券ないしは外

国為替対価による発券制度への移行の契機を含むものであったととを示すもの

であろう。運用次第では隈定っきであったとは言え，この幣制はある程度の弾

力性ならば確保しうるものであった。植民地銀行との接触が深まるにつれて

Boardは彼らの銀貨持ち込みの負担を軽減さす措置すら行なっていたのであ

る。

しかし，上記の少数事例のみでもって，この幣制が恒常的に弾力的であった

と断定することは誤った結論を導いてしまう。正貨準備が充分にあるという条

件下でしかこの弾力性は働いたにすぎなかったからである(ただし， 1892年 9

月， 1900年11月の例外もある〉。正貨準備が 2分の 1以下であったり，将来に
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わたって銀貨流人が望めそうもないときには， この種の操作を行ないうる誘因

は Board側にはなかったのである。 しかも，銀行側が外国為替や，外国証券

を Doard側に売る意志をもち Board側から正貨でなく政府紙幣を取得し

ようとするかぎりでのみこの操作は可能なのでしかなかった。

いわゆる「為替本位制」とは外国為替を対何土して紙幣を発行し，かっ外国

為替によってそれを回収する，という制度のことである。その意味では， 1914 

年以前のセイロンの幣制の弾力的運用は厳密には為替本位制と言えるものでは

ないl日。使宜上の措置として植民地銀行の売り出す外国為替を対価に紙幣発行

を行なっても，その外国為替が外国証券を取得する手段として有利であったか

らに他ならない。法的建て前としても外国為替を対価とした紙幣発行ではなか

ったし，いわんや紙幣回収の手段として Board側の手持ちの外国為替が使用

されたわけではない。とくに後者の事態が行なわれるためには，少なくともん

ピ 銀貨の輸出入をまったく必要としないという条件を必要としていた。その

条件のもとでのみ，紙幣発行と回収のシステムが外国為替の売買によってのみ

なされると L、う完全な紙幣制度樹立の展望は拓けるのである。

しかし， こり条件も小額紙幣発行の認可というスアッフを踏むことにより，

セイロンからノレビー銀貨が完企に払底するという状況が以外に早く到来して満

たされることになった。ィ γ ドの幣制改羊がこの種の措置の導入を必然化させ

たのである。

IV ルビー銀貨の廃貨か金本位制か

すでに前節の冒頭で指摘したように，セイロンにおける幣制改革の基本的与

件は，減価し続ける銀貨をいかに安定させるかという点に本来はあったはずで

ある。少なくとも，植民地銀行を介在させて， ロy ドン金融市場の資金をセイ

15) B. R. Shenoyは Cu<目ncyBoard Systemが第l次大戦前から為替本位制的機能をもつも
のであったと規定し.1903年9月， 10月， 11月，および1913年の 8且， 9月， 10月をその事倒に
あげている。 eeyl四 Cun明 cyand Banking， 1941， pp. 157-61，参照」 しかし， ζの事例も
散密には外国為吾それ自体を対価に発芽がなされたのではなく，取得した外国為替はすくアさまタi
国証券に投じられてかる。反証については， Gu回，ek町ヨ，op白 cit.，p. 139，参照s
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ロンに流し込むことによって成立している幣制の性格からするかぎり，この資

金流入の円滑な流れが阻止されるととは，制度そのものが崩壊する危険性をも

っていたからである。植民地銀行に関するかぎり，輸出手形の買し 1取りとかそ

の他の短期戸ーンの供与といヮた形でルピーの債権をもっ ζ とほ，ノレピーの減

価が着実に進行するもとでは忌避したい行為であった。ルピー圏における債務

増犬のヘッジが左れなL、かぎり，植民地銀行による信用供与の増大は望めない

はずのものであった。ノレピー相場の何らかの安定策が講じられないかぎり， ロ

ンドン資金はセイロンに流入すべくもなかったからである。しかし，セイロン

ではまった〈偶然の幸運が到来して， このような危険性が現実のものになるに

はまだ1890年代後半をまたねばならなかった。政府紙幣制度が発足した1885年

から1893竿までは幸運にも一大紅茶ブームが生じて，ロンドンの投資家が競っ

て紅茶のエステートを購入しだしたという事情が，本来根底にある条件を顕在

化きせなかったのである。コーヒー産業の壊滅時と軌をーにした O.B. C の

倒産時には植民地銀行によるルピー債権取得の忌避という事態は深刻なもので

あったが，新たに登場した紅茶ブームが少なくとも数年間は危機の到来を先に

延ばしたのであった。長期の債権の保有を禁じられている植民地銀行と異って，

ロンドンの投資家たちは紅茶ブームの持続が予怨される状況のもとでは，利潤

の再投資は言うにおよばず，追加的な投資の継続にきわめて積極的であった。

表 4.10はその 1つの指標としてエステ トの拡大と紅茶輸出額の激増とを示

したものである。

こうした投資デームを支えたL、ま 1つの条件は，他ならぬ銀価低落という現

象である。もちろん，利潤の再投資とし、う条件下でのみこの点が作用したこと

か付言しなければならないのであるが，少な〈とも，利潤の本国送金よりも投

資の追加的拡大を志向する本国の投資家にとって，ノレピーの低為替=本国スタ

ーリングの高為替という事態は，ノレピ 債権を安価に取得できることもあって，

ノレピ一価低落は有利に作用した。しかも，ルビー価下落のスピードの方が，紅

茶のλ ターリング建てロンドン市場価格の下落の見ピードを上廻っていたため
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に，実質的なルピー取得額は実質的にはそれほど減少しなかった〔表 4・11，

参照〕。皮肉なことに，本来は幣制の根底を崩壊させるはずの〈植民地銀行に

よるノレピー債権取得の忌避者通じてノレピー銀貨が供給されな〈なるといった危

険性〕ノレピ一価下落をプランターたちが積極的に歓迎するという逆転した事態

すら現われてしまった点に幣制改革のもつ錯綜した利害関係の一例をわれわれ

は見るのである，，'。まさにこの l点において，セイロンの輸出業者たちはイン

ドで進められつふあるノレピ一価値下落の阻止=ルビーの人為的高価格政策に執

劫に抵抗することになる17)。

ルビーの低為替は，スターリング建て紅茶価格によるセイロン・プランター

のルピー取得額の増加をもたらしただけではなく，イギリスの資本投資家にと

っても実質的生産ョストの低下をもたらした。少なくとも低為替による物価上

昇の速度よりも，賃銀労働者の賃銀上昇の万がはるかに遅れるというのが一般

表 4・10 紅茶産業の拡大， 1878竿 190C年

年 栽培面積 輸出(lb数〕 量 輸 出 p額
(エーカー〕

1878 4，700 19，607 20，900 

1880 9，274 162，575 150，641 

1885 102，000 4，372，721 2，84?'，269 

1890 220，000 45，799，518 22，899，759 

1895 305，000 98，581，060 49，290，530 

1900 384，000 149，264，602 53，n5，257 

(出所) Ceylon Blue Rnoks.; GIlnasf>kp.ra， n.少 r.i.t.，p. 95 

16) ，C為替Q))下落は品要なイギリス資本の流入に対する障害院はならなかった，というのがわれ
われの得た証言の結論である。しかも証言によれl:i，以前よりも大量の資本がもっともな理由で
投資されているというJ(Rep町 tof the Silver Currency Commissi叩， 1893; Sessional Papers 

6 of 1894， para， 24)。 なおこのレポ トは. 1893年10月6目にイ'./.FO)幣制改革によるセイロ
ンへの影響を調査する目的で SweLtel山am(七イ戸ン主計局長〉を議長としてできた委員会であ
る。

17) セイロンの著名なプランタ CD T. N. Christie は189~年11且に植民大臣品ての手艇の中で，

低為替が生産者に有利であること，したがって.インド政府によるルピ の人為的高為替政策が
セイロ γに「甚大な悪震響」をおよぼすこと， このため「われわれはその種のいかなる措置に
本抵抗する!と明言している内 lndian Currency Committee 189孔 Minutesof Evidence. 

Appendix I!， p. 221，参照。
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表 4・11 紅茶単価〔スターリング建て〕とノレピ 取得額

年 l 。ー相事ノ i紅茶(1…bロン当たドンり〉醐
(対へンス 7 (lt，ピセ当γ取たト得り〉額~I 栽/¥対培エ直前年積カ増ー・¥/分 | 

1880 20.0 10.50 54 

1881 19.9 11.75 59 8，500 

1882 19.5 12.75 65.4 10，000 

1883 19.5 15.25 78 38，口00

1884 19.3 14.75 76 32，000 

1885 18.2 15.25 83.5 48，口口口

1886 17.4 13.3 76 130，日00

1887 16.1 13.0 81 13，000 

1888 16.4 11.5 70.5 17，000 

1889 16.6 10.8 65 5，000 

1890 18.1 10.8 595 15，000 

1891 16.8 10.0 

" 
60 30，口00

1892 15.1 9.5 63 12，000 

(出所) Ceylon Blue Books; Gunasekera， zbid.， p. 107-8 

的な姿だったからでもあるエヘ 1893年のIlershell委員会， 1898年 の Fowler

委員会におし、てセイロンのプヲンターのことごとくがインドの幣制改革に対す

る 反 対証言を行なったのも，ほとんどが上記り理由に上るものであ勺た1目。確

かに利潤の本国送金を考慮すれば，ルゼーの低為替は逆にロンドンの投資家に

18) さきりセイロンのプランターの ιhristieは1898年r:oFowler委員会で次中ように証言してい

る。 Iわれわれが栽培している生産物，とくに紅茶の価格は実質上は金建て価格である@すなわ

ちロンドン市場における建値である。為替相場が下落Lている状況のもとでは，一定のスターリ

ング価格のもとで生産者はより多〈申ルピ を取得できるム しかも， 自身の出費は現実にはま

ったく増大せず，このルビー取得の増大分がまるまる利益となる。 Iノレヒー相場が下落しはじめ

たこの 20年ないしは24年間において， 賞揖水準は変化Lなかっか.今日空払勺ている賃金水準

は24年前のもりと同一水準にあるJ(Indian Currency Committee 1898， Minutes of Evide羽田，

p. 165; Allswer to Q， 4504¥ 

19) 両委員会におけるその他の反対証言の個所を明示すれば以下のJ1k!JQ Indian Currency Co回
mittee 1893: M回世田 ofEvidence. Appendix II， p. 109， Q. 2427-8 (The Ctylon A凶叫凶-

tIon m 工.ondonの書記， Martin Leake); ibid.， pp. 109-13， Answer to Q. 2451 (the Cey-
lon Tea Plantations Company代表，日 K. Rutherfordと上記の L田ke)olndian Currency 

Co血 田ittee1898: Minutes of Evidence， p. 141， Q. 1259 (Ceyl.叩 Chamberof Commerce 

の議元 HenryBois)o 



42 (370) 第 123巻第6号

とって不利になるはずであった。にもかかわらず，紅茶産業の将来がますます

拓かれて行くとしづ展望があるもとでは，本国送金の最終局面である農地の売

却という事態は遠い未来のとととして Lか投資家たもには意識されえなかった

であろう。 Fowler委員会における T.N. Christ止の証 言は との 点を 主張

するものであった。

「資木の流入を保証するものはしかるべき利潤を得ることができるという展

望なのであって，為替相場の安定それ自体は大した理由ではないJ (lndian 

Currency Committee 1898: Memorandum of T. N. Christie)。

しかし，輸出という直接の利害関係者ではなし少しマグロ的に経済活動を

見る証人たちは1 依然この程の低為替を有利と見なす見解に対しては杏定的で

あった。国民経済的には利益と損失とが相殺されるというマーシャルの主張は

当時の学問的見解を体現したもの手あるが叫 Fowler 委員会の結論も完全

にそれに従うものであった。すでに1893年の Hershel1委員会の出した結論

為替の低落は輸出業者に対する補助金的役割をはたすことは認めるが， しかし，

これは，ひとたび圏内の生虚価格が新しい相場に適合してしまえば消失Lてし

まうといった類の「一時的刺激J"cしかない凹ーがそのまま踏襲されたにすぎ

なかったが. 1898年の Fowler 委員会が前回の委員会よりも強調の度合いを

強めたのは為替相場の不安定さからくるイギリス資本導入の困難性についてで

あった(本稿注自，および Indian Currency Com皿 ittee 1898， Report of， 

20) マーシヤルは. I一国の輸出貿易と通常は雇用主である企業家申利害とが控点をもち，雇用主
にとって利益となるものとそ抽出工異に対する補国金である，と表現してしまえば，それはそれ
でEしいことになるだろうJ，しかし， 為替の低落を続ける中国が「人為的」な高為替相場にあ
るインドに比し亡有利な位置にあるかと言えばそうではない。 I中国山通貨が蹴価すれば， (輸
出により稼得した)財は減少し，わずかしか被雇用人の手には入らないことになる。資本家的茶
生産者とかかわりをもっ中国り置権者の取り分も少な〈なってしまうだろう。しかし，上記のこ
とは 園内で分配されることにすぎない。この利益は他人D犠牲町上に成り立つものでしかない.

しかし，通貨の減価が生じていない国の資本家は，減価する通貨をもっ国の資本軍が賃金支
払いとかその他の両で有利きそもちうること，し犬がって.世らの肘を固内市場であわ外国市場
であれ販売するさいにその価格のよめ大きな比率を受け取るということに対してねたみをもつの
であるJ(Indian Currency COImnittee 1898， Minutes of Evidence， p. 177， Q. 11792)。

21) Report of the lndian Currency Committee 1893， para. 27 
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pal'a， 27，参戸J。 要するにセイロンの個別事情は， 為替相場の不安定きにも

かかわらずロンドン資金の導入が可能である特殊事例として認識さわしたにすぎ

なかったのである。 iCこれらの措置によって〉イ y ドルピーを本位通貨にしT

いる植民地政府〈宅イロン，モ リシャス〕がどのような政策をとるべきかを

助言するととは，この委員会の責任外にあるJ Clndian Currency Committee 

1893， Report 01， para. 129)。

Hershell委員会の示唆に基づいて， セイロンがインドの通貨圏から離脱す

るのか，あるいは「インドの行動に黙従するのかJ (Indian Currency Com-

mittee 1893， Report of， para. 129)の態度決定を行なうベ<，セイロンでは

主計局長のJ.A. Swettenhamを議長とする theSil ver Cunency Commis-

SlQn が組織される (1893年10月6日)。しかし， 30人の証言者のうち，インド

通貨圏からの分離賛成派はわずかに 8人，反対派は22人であった (Report01 

the Silver Currency Commission， 1893， para. 46，参照〕。反対派の論拠と

いってもさまざまであったが，その主なものは，銀地金価値に基く(したがっ

て，人為的ルビー価値をもとうとするインド・ルビーと区別された〕セイロン

独自の通貨を鋳造すれば，インドへの輸入代金払いが経費のかかるものになっ

Cくること(すなわち，輸入品の値上り， およびインド・ノレピー調達の困難

性〕とか，プアンテーション労働者の多くが南イ y ドからり季節的労働者であ

ることからする賃金支払いの不便性くすなわち，セイロン・ルピーで支払えば，

人為的高価値のインド・ル甘ーに比 Lて低賃金左なわ，季節的労働岩の確保が

阿難左なる。しかし，インド・ルピ で支払えば賃金コスト全般の上昇となっ

てしまう〉を云々するものであった。

しかし，政府レベルからすれば，紅茶ブームを背景として継続的な銀流入が

持続するかぎり，わざわざインドの行動に追随して輸出収益の減退→財政収入

の減少を惹き起こす可能性のある人為的高為替相場をとる必要性はなかったは

ずである。スターリング建℃の HomeCharges送金による財政負担がインド

ほどではなかったからである。すなわち，インドの年々の HomeChar gesは
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全歳出の 1分の 1に達するほどの巨大なものであったが，セイロ γ のそれは17

%でしかなかった (Gunasekera.ot. cit.， p. 115.参照〉。 とは言うものの，

日常品のほとんどが南インドからの輸入に頼っているか晋り，セイロン .1レピ

ー(独自に地金価値に基レて鋳造すれば〕の対インド・ルピー(地金価値から

訴離した人為的高価値にある〕相場の下落は，これら輸入品価格の暴騰につな

がり，園内生活が蒙る打撃は深刻なものとなる慎れが充分にあったし，何より

もまず，イギリス帝国およびセイロン全体のパランス感覚を重視されたしとい

う本国植民大臣の通達 (CO54/612: 7 July 1893; Gunasekera. ibid.. p. 117) 

を考慮に入れて SilverCurrency Commission 1893の「分離はせず」との結

論にセイロン政府も従ったの古ある。

しかし，インドの行動に従うことは，セイロンに予想外の犠牲を強いるもの

であった。すでにわれわれが第且節で示したように，インドの流通ルビー削減

政策がセイロン自体D紙幣発行を困難にさせたからである o 1892 -93年にはイ

γ ド政府は Rs.1，250万の fγ ドールピーを鋳造していたが， 1893~5 年には

Rs. 91，595ノレピ ， 1897 -98年にはさらに減少して，わずか Rs.499，219しか

鋳造きれなかったのである。こりため，植民地銀行は自己の営業領域の中では

もっとも重要なインドにルピーの流動資産を確保Lてお〈べ<.周辺のセイロ

γや海峡植民地に保有していたルピー銀貨をインド国内の支屈に集中じはじめ

ることになった。 CeylonStatist， 6 March 1897の報じるところによれば，

1896年12月から1897年 3月までの間に植民地銀行はセイロンから Rs.400方も

のノレピー銀貨を持ち出したとし、う。しかもんピー相場が軟化しているときには，

植民地銀行にとっての主たるルピー銀貨調達手段である COUJ;1cilBillsのロン

ドyにおける売り出しが制限されるところから，ノレピー銀貨を対価としてのみ

紙幣を発行するシステムにあったセイロンの通貨は深刻な不足に悩まされるこ

とになる。経済活動の実勢に従うのではなく，ただルピー相場下落の程度如何

によってのみ通貨供給の規模が決定されていたのである。第皿節でもわれわれ

が示唆したように，紅茶ブームに湧き，輸出手形売却意欲の盛んなセイロンに
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おし、て，肝心のルピ)銀貨の調達が困難となコたことは，絶対的な矛盾であっ

た。この事情を反映して CurrencyBoard の手持ち証券の委託販売を通じて

植民地銀行に手形買取り資金供与町便宜を関勺ていたらしい形跡が読み取れる

こともわれわれが見た通りであるのこの時期に為替本位制への途にいたる重要

なステップを踏む準備が芽生えたのでああが，ステップを完全に踏ませるには

まだいくつかの契機がなければならなかった。銀貨の払底→小額紙幣による代

位という流れに存在する契機がそれである。

インド政府による流通ルピー銀貨削減政策が第1の契機であるとすれば， こ

のことが惹き起こした通貨不足に対処するために導入されたソヴリン金貨の本

位貨化政策が皮肉にも銀貨不足に拍車をかけた第 2の契機となったのである。

周知のように， 1898年の FowlerCom皿 iHee の提言のもとにインドは金本

位制への移行を目指してソヴリン金貨とハーフ・ソゲリン金貨を法貨にすると

の宣言を行ない， A. 1 = Rs. 15に釘付けする政策(具体的には流通している

ノレピー銀貨の鋳遣し政策一一.B.P. P. 1898， LXI， Letter from Governroent 

of India to Secretary of State， 3 March 1898， para. 9-11，参照〉が採用

されたが， 1901年にセイ ν ンも ζれに追随することになった。すなわち，紙幣

発行はルピー銀貨のみを対価としなければならないことを定めた PaperCur-

rency Ordinance of 1884の第2項が OrdinanceNo. 13 of 1901 によって

修Eされ， ソ町リン金貨〈ハーフ・ソヴリンはセイロンでは認められず〕の提

示に対して紙幣発行の義務を Boardが負うことになったのである。 Board側

にしても地金価値の裏付けのないルピー銀貨よりも価値の安定したソヴリ Y貨

を準備とする方が安全であるとの軽い気持でこの修正を歓迎したにすぎなかっ

たのであろう。が，事態は思わぬ方向に発展してしまった。この措置によって

セイロンにはますますルピー銀貨が流入しなくなったのであるo

Board には1889年時点、で年平均 Rs.500万のルビー銀貨が準備として保有

されていた。 しかし 1902年にはわずか Rs.145，000のノレピー銀貨しか Board

側には提示されず，それも 6月に Rs.15，000の滞留があったのみで，逆に
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Boardからの流出分が提示分令と廻ってしまった。 このために準備は， 1901 

年11月末の Rs.525万から1902年末には Rs.170万へと急減している。他方，

ソヴリン貨の準備は急増することになる。 1日02年には銀行が Board側に品示

したソヴリン貨はルビー換算で Rs.800万にも達し Boardのソヴリン準備

も19日1年11月末の Rs.70万から1902年末には Rs.617万へと急増している

(J. W. Ridgeway， Ad明間istration01 the Affairs of Ceylon， 1903， p. 10， 

参照〕。季節労働者のインドへの引き揚げ時や， インドからの食糧品輸入支払

い用と Lてレピー銀貨は着実に流出するものの，銀行の持ち込みによる補充

はまったくなされなかったのである。

少なくともルビー銀貨の収縮政策と CouncilBil1sの発売制限政策をイン

ド政府が続けるかぎり，セイロンで通貨を必要とする植民地銀行は，調達の困

難なノレピー銀貨よりもソヴリン金貨り提示の方を選択したのも当然であるし，

そもそもの輸送コスト並びに日ンドンからの直接経路が可能であることを鑑み

れば，ノレピー銀貨調達の迂廻的経路よりもソヴリン金貨り方が経費的にははる

かに有利であコたはずである。事実， ソヴリン金貨に切り換えてから，植民地

銀行の正貨輸送コストは16分の 1から 8分の 1程度は軽減されたという (S.P. 

5 01 1903， pp. 23-26; Gunasekera， op. cit.， p. 129)。

銀貨が持ち込まれなくても，金貨が提示"れ続けるか胃札セイロンの通貨

は総額的には減少しないものの，発行紙幣が Rs目 5以上のものしか許されてい

ず，小額取り引きには依然として紙幣ではな〈銀貨を使用せざるをえなかった

という状況のもとでは， 日常生活における通貨(ノレピー銀貨〉が枯渇してしま

うζ とになる。この事実は， ヨーロッバが金をもちたいがために，アジアに銀

をもたした， という矢内原忠雄以来の常識論が意外に単純な事実を無視したも

のであるかを示すものであるが， とは言っても，完全な金本位制を維持したま

まで， 日常小額取り引きは，小額紙幣の発行で対処すればよいとするわけには

行かぬことをも同時に示すものである。 1902年のセイロン総督の植民地大臣宛

書簡は，何よりも銀貨流通の必要牲を訴えたものであった。
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「きわめて重要な目均において，銀は必須のものであり，金によって完全に

とって代わられるものではない。農業労働者や小作人への支払い用にしろ，小

額取り引き用にしろ一一実際，この国の小額取り引きのすべてが ー銀のみが

充分に対処できるのである。金はその価値があまりにも高すぎて， この目的に

はまったく合致できないものであるJ(G260 01 12 June 1902; Gunasekera， 

ibid.， p. 133)。

確かに金の裏付けのある小額紙幣を発行Lさえすれば日常取り引き用通貨の

不足は解消されるかもしれないロしかしそもそもの住民の日常取り引き額が

小さかったうえに，と〈に必要なものは Chettiers がインドからもたらす小

口の食糧品支払い用ノレピ←銀貨であった， という状況のもとでは，銀免換の媒

介を経ずに直接に金と結びついただけの小額紙幣は事実上免換されえないもの

と同じ Cあるし Chettiers あるいは南インドの住民自体がセイロンと同ー

の銀行信用を受けるようにならないかぎり， ζ とは小額紙幣の発行政策で収拾

のつくものではなかった。地位が低下しつムあコたとは言え，なお銀が世界市

場における貨幣の位置を保持Lているかぎり，セイロンのみが銀の呪縛を断ち

切れるはずもない。いわんや，インドにおいてすら地金価値から話離させらわ

ているとはいえ，依然銀の現身の通用が維持きれている状況下では，小額紙幣

の発行→完全な金本位制への移行などは絵空事でしかなかった。問題は常に，

銀の急激な価値下落という困難な局面を打開すべし幣制の根底を金に結びつ

けておく必要があるという一方の要請と，日常取り引きの便宜性を確保するた

めには銀の流通がなければならないという他方の現実性との接点をどこに見出

せばよいのか，という点に存在していたのである。地金価値ではなく名目価値

でとりあえず銀貨を流通させつ h 究極的には金本位にしておく， という折衷

的なインドの1898年以来の幣告は，この聞の苦じい妥協の模索であったと見な

すべきであろう。解決すべき事態は，金か銀か， といった単純な三者択ーの問

題ではなかったのである。ところが， 1902年以来のセイロンでは， この媒介的

位置に立つべきノレピー銀貨自体が枯渇していた。事態はさらに深刻なものであ
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フた。少なくとも，前者(価値の安定〕の課題をインド側の政策に委ね，後者

(現実の取り引き手段の供給〉のみを自己の政策として機械的に分離していた

のに，その大前提がノレピー銀貨不足によって崩壊Lつふあったからである。

いずれにせよ，銀貨の枯渇という異常事態にあわてた BoardはJ ルピ 銀

貨の緊急輸入に踏み切るが，植民地銀行側は依然としてソヴリ Y 貨のみをもち

込み続けるc 当然，セイロンにおけるんピー銀貨は大幅にプレミアムがつく，、

というよりも，セイロンの紙幣は大幅にディスカウントされていた(すでに

Fowler 委員会の G.Van Hoff の証言にもその事実が指摘されていた。

Minutes.. .， p. 17，参照占。

Board 側の銀輸入政策にもかかわらず， 1902年11月末のルピー準備は Rs.

200万を割り込むことになる。ここに Ordinance01 1903によって幣制は再度

修正される。これによって Board 側のソヴ日ン貨保有の上限は ~.20万に設

定され，それ以下でも Board側の判断によってソヴリン貨の受け取りを拒否

してもよいことになったくGunasekera，倍以， p. 132，参照J。

この期に再度インド通貨圏からの離脱の是非がセイロンで論議されるように

なるが，依然として調査委員会〔主計局長 A.G. Lasselles を議長とする

Currency Commission 1903)の結論は完全な金本位制に対して杏定的であっ

た。米輸入に携わる Che世間四の 1人 Alagappaの証言によれば， Iわれわ

れが望んでいるのは銀である」と L寸主張の論拠には，セイロンの食糧輸入は

対岸の何千とい号小口商人からのものであり，一件当たり取り引き高が 2，3ノレ

ピ にも充たないという事情があるという。もしもソヴロ r金貨しかセイロ Y

で使用できないとすれば，インドでソヴリン貨をノレピー銀貨に換えねばならず，

ソヴリン貨は大幅にディスカウン卜されるであろうと言う (S.P. 5 01 1903， 

p. 35; Gunasekera， op. cit.， p目 134)。依然として，商業的現実論が建て前論

を押し切っていた。現実論とは，イ γ ド セイロン聞の日常的貿易の継続には

銀貨が必要であるという側面を重視したものである。しかし，大植民地銀行が

セイロンにソヴリン金貨しか持も込まないからこそルピー銀貨が完全に不足し
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ているというのも現実である。銀流入の展望は聞けず，きりとてセイロンの紙

幣では南インドの商人がそれを受けとってくれない。 ζ の絶対的矛盾の解決に

はインド セイロン聞の小口取り引き自体が銀行信用で行なわれるようになる

ほど，セイロ Y と南ノンドの経済の深部まで銀行の影響力が達することが大前

提とならねばならなかったのである。この解決策が具体化されるためにはなお

第 1次大戦前まで待たねばならなかったのはこの事情による。しかじ，少な〈

ともこの1902-3年の事態は，セイロン当局， 本国，および植民地銀行をして

「為替本位制」の到来が近いことを確信させるに充分のものであった。事実，

Board側はなしくずし的に為替本位の片方の操作 (スターリング為替対価に

よる紙幣発行〕にこの期以降乗り出して行く。

一一〈この稿未完〉


